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令和８(２０２６)年２月６日 

第十一期第１回中野区地域包括支援センター運営協議会 

 

 

中野区地域包括支援センター運営（令和７年度事業）評価結果について 

 

 

１ 評価の実施結果 

 令和７年１２月３日に地域包括支援センター運営評価委員会を開催し、以下の

結果となったため、報告する。 

 

   （１）総合評価について 

評価委員、基幹型包括支援担当および介護予防推進担当が現地訪問を行い、

中野区地域包括支援センター（以下、「支援センター」という。）から提出さ

れた自己評価、事業実績、ならびに利用者アンケートの内容をもとに、ヒア

リングを実施し暫定評価を行った。その後、評価委員会において各支援セン

ターの暫定評価結果を持ち寄り、最終的な評価を決定した。 

評価方法の詳細については資料３－１のとおり。 

 

〔総合評定〕 

鷺宮地域包括支援センター以外＝「優良」 

  鷺宮地域包括支援センター  ＝「良」 

※評価項目ごとの評価は資料３－２のとおり。 

〔参考〕 

合計点数※ 総合評定 

１０２点以上 優良 

７６点以上 良 

６１点以上 可 

６１点未満 不可 

   ※評価項目３４項目の合計。１項目あたり１～４点。 

 

（２）改善事項の指摘について 

  一層の取組が望まれる事項として、改善事項を指摘した。 

改善事項の資料は資料３－３のとおり。 

 

２ 受託法人への通知 

本評価結果については、受託法人あてに個別に通知し、改善事項に対する改善

計画の提出を求めた。提出された改善計画は資料３－４のとおり。    

 


